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◆改正労働基準法（4月1日施行） ◆改正建築物省エネ法（4月1日施行）
労働者の待遇を改善すべく、月60時間を超える時 脱炭素社会の実現に寄与すべく、建築物分野の省
間外労働に対する割増賃金率が中小企業において エネ対策の徹底、吸収源対策としての木材利用拡
も25％から50％に引き上げられます。（法37条1項 大等を促進するため、新たに住宅トップランナー
但書）また、QRコード決済や電子マネー決済を利 制度の対象とする分譲マンション事業者について
用した、いわゆる賃金のデジタル払いが解禁され 「年間1000戸以上の住戸を供給する事業者」とす
ます（同法施行規則7条の2第3号）。 ることとし、採光規制の合理化、省エネ改修や再
◆改正育児介護休業法（4月1日施行） エネ設備の導入に支障となる高さ制限等の合理化
常時雇用する労働者の数が1,000人を超える事業主 がなされます。
については、毎年1回以上育児休業の取得状況を公 ◆改正道路交通法（4月1日施行）
表することが義務付けられます（いわゆる「プラチナく 「レベル４」の自動車運転（過疎地域や高速道路など
るみん認定」の有無を問いません）（法22条の2）。 の特定条件下で、システムによる完全自動運転がなされる）

◆改正民法（4月1日施行） が一定の条件下で解禁され、公道走行が可能とな
近年問題となっている所有者不明土地（所有者が ります。また、自転車に乗るときも全員にヘルメ
不明又は所有者の所在が不明な土地）の問題の解 ットの着用が、努力義務として課されます。
決等を目的として主に以下の改正が行われます。 ◆改正金融商品取引法（令和4年5月18日から起算し
①相隣関係規定の見直し（法209条等） て1年を超えない範囲内において政令で定める日）
②共有制度の見直し（法251条1項、252条1項等） 上場会社等に対して、その財務計算に関する書類
③所有者不明土地管理制度などの創設（法264条の および内部統制報告書について、上場会社等監査
2～264条の14） 人名簿に登録を受けた公認会計士または監査法人

④相続制度の見直し（法904条の3等） の監査証明を受けることが義務づけられます。
◆改正不動産登記法（4月1日施行） ◆相続土地国庫帰属法（4月27日施行）
不動産登記の抹消手続きが簡略化され、以下のよ 相続等で土地を取得した相続人が、その土地を国
うに登記権利者が単独で行える場合が増えます。 に引き継ぐことができる制度が創設されます。従
①買戻し特約付売買から10年経過後の、買主（所 来、相続した不要な土地を手放す場合、自ら譲受
有者）による単独での抹消登記手続（法69条の2） 人を探すことが必要でしたが、本法の施行により、

②所定の物権等及び買戻しの特約に関する登記で、 所定の審査に合格し、かつ10年分の土地管理費用
登記された存続期間または買戻しの期間満了後 相当額の負担金を納付することで国に引き取って
所定の調査方法によっても権利者(登記義務者) もらえるようになります。
の所在が判明しなかった場合、非訟事件手続法 ◆改正消費者契約法（6月1日施行）
による除権決定を得た後の、登記権利者による オンライン取引の急増等を受けて、消費者や消費
単独での抹消登記手続（法70条1項乃至3項） 者契約を取り巻く環境が急激に変化したことによ

③法人の解散後30年が経過し、かつ被担保債権の り、①契約の取消事由を追加（勧誘する旨を告げずに
弁済期から30年を経過した場合、所定の調査方 退去困難な場所へ同行して勧誘した場合等）、②免責の
法によっても清算人の所在が判明しない場合に 範囲が不明確な条項が無効、③契約に関する情報
おける、登記権利者（不動産所有者）による単 提供等の事業者の努力義務の明文化等、消費者保
独での担保権の抹消登記手続（法70条の2） 護に関するルールが変更されます。

◆改正特許法（4月1日施行予定） ◆改正消費者裁判手続特例法（10月1日施行）
出願人等の手続期間を徒過した場合に救済を認め 消費者団体訴訟制度（内閣総理大臣が認定した消費者
る要件について、「（手続をすることができなかったこ 団体が、消費者のために事業者に対して訴訟等を提起でき

とについて）正当な理由がある」から「（手続をしな る制度）において、制度活用の促進のために、一定
かったことが）故意によるものでない」に改められ の要件の下、慰謝料を共通義務確認訴訟の対象に
ます。しかし権利回復は容易となりますが、権利 含めることとされました。
濫用防止のため、十分な程度の回復手数料を徴収 ◆改正消費税法（10月1日施行）
されることになります。 消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制
◆改正個人情報保護法（4月1日施行） 度が開始されます。適格請求書（インボイス）を
これまで独自に個人情報保護条例を定めていた各 発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限
地方公共団体等についても個人情報保護法が適用 られ、この「適格請求書発行事業者」になるため
され、個人情報保護委員会が一元的に制度を所管 には、登録申請書を提出し、登録を受ける必要が
することとなります（国の行政機関と独立行政法人等 あります。インボイス制度の施行に際しては、会
については既に昨年4月から適用）。これにより個人情 計処理の見直しも必要ですので、事前準備が重要
報の保護に関する質の確保などが期待されます。 です。
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本年施行が予定される法令の一部について概要をご紹介致します。

https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001521482.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/content/contents/001266474.pdf
https://jidounten-lab.com/u_38210
https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/minpoukaisei_202304sekou/
https://www.fsa.go.jp/common/diet/208/02/gaiyou.pdf
https://www.moj.go.jp/content/001360818.pdf#page=16
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/amendment/2022/assets/consumer_system_cms101_220613_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/seireikaisei/tokkyo/tokkyo_kaisei_20220721.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/amendment/2022/assets/consumer_system_cms101_220613_01.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
https://www.businesslawyers.jp/practices/1414

